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本日お話すること

１ 成年後見制度における診断書の書式の改定

（１） 改定の経緯

（２） 改定のポイント

（１） 作成の経緯

（２） 本人情報シートの作成者

（３） 本人情報シートの活用方法

（４） 本人情報シート作成のポイント

２ 本人情報シートの書式の作成

３ 運用開始（平成３１年４月１日）
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医師が診断書等を作成するに当たっては，福祉関係者等が有してい
る本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できる
よう，診断書等の在り方について検討するとともに，本人の状況等
を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進める。

成年後見制度における診断書の書式の改定

（１） 改定の経緯①

２ 医師に本人の生活状況等に関する情報を的確に伝えるための
福祉関係者等からの情報提供の在り方

１ 診断プロセスを分かりやすく記載できる診断書の在り方
検討課題

成年後見制度利用促進基本計画（平成２９年３月２４日閣議決定）
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（１） 改定の経緯②

診断書の書式の改定
検討課題１について

検討課題２について 本人情報シートの書式の作成

関係府省と連携し，平成２９年８月に認知症高齢者・障害者
の関係団体や医師・福祉関係の団体から御意見をお聞きする
などして，診断書の書式の改定に向けて検討
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□ 契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。
□ 支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。
□ 支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。
□ 支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

□ 自己の財産を管理・処分することができない。
□ 自己の財産を管理・処分するには，常に援助が必要である。
□ 自己の財産を管理・処分するには，援助が必要な場合がある。
□ 自己の財産を単独で管理・処分することができる。

意思決定支援の考え方を踏まえ，
「支援を受けて契約等を理解・判断できるか」との表現に改定

チェックボックスの
順番を従前と逆に改定書式

従前の書式

① 判断能力についての意見欄の見直し

（２） 改定のポイント①
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自由記載としていたものを改め，障害の有無等を記載する欄を新設

判定の根拠
(1) 見当識の障害の有無
□ あり ⇒（□ まれに障害がみられる □ 障害がみられるときが多い □ 障害が高度）
□ なし
（ ）

従前の書式

改定書式

②判定の根拠を明確化するための見直し

（自由記載）

(1)見当識，(2)他人との意思疎通，(3)理解力・判断力，(4)記憶力

の４項目について記載欄を新設

判定の根拠（検査所見・説明）

（２） 改定のポイント②
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本人を支える福祉関係者が本人の日常生活・社会
生活の状況に関する情報を記載して医師に伝える
ための書式を新たに作成

成年後見制度利用促進基本計画

本人の家庭的・社会的状況等に関する情報の必要性

（１）作成の経緯

２ 本人情報シートの書式の作成
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（２） 本人情報シートの作成者

ソーシャルワーカー（精神保健福祉士，社会福祉士等）
として本人の福祉を担当している方

例えば・・・
・ 介護支援専門員 ・ 相談支援専門員
・ 病院・施設の相談員 ・ 市町村が設置する地域包括センターや

社会福祉協議会等が運営する権利擁護
支援センターの職員

など
◇ 国家資格を有していない支援者が作成することも想定
◇ 複数の福祉担当者が有する情報を集約して記載することも想定
◆ 本人自身やその親族が作成することは想定していない
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個人情報の保護について
・本人の同意を得て作成することが望ましい
・本人の同意を得ることが困難な場合

個人情報保護に関する適用法令を確認

記載に誤りがあった場合について
・故意に虚偽の情報を記載したような場合でない限り

法的な責任を負うことは想定し難い

（３） 作成者の責任等
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（４） 本人情報シートの活用方法①

①本人情報シートの
作成依頼

福祉担当者
医師

③申立書類として
裁判所に提出②診断書作成医に提出

本人・親族

診断の補助資料
として活用 審判の参考資料とする福祉担当者において

作成

主に医師が診断書を作成する際の補助資料として活用することを想定

依頼 シート
作成

本人・親族

提出 診断書
作成

本人・親族

申立て

家庭裁判所
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福祉担当者

後見人候補者の選定後見人候補者の選定

中核機関
医療関係者

本人の状況の変化に応じた適切な支援の実現

本人・親族

（４） 本人情報シートの活用方法②

支援内容の検討支援内容の検討
相談

後見事務の見直し後見事務の見直し

本人・後見人

中核機関
チームでの方針検討チームでの方針検討

後見等の手続開始前 後見等の手続開始後

チームを
バックアップ

チーム
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（５） 本人情報シート作成のポイント①

本人情報シートは，医師に本人の家庭的・社会的状況等に関する

情報を伝えるための資料です。作成者の主観や評価を加えず，客

観的な事実をそのまま書いてください。

３ 本人の日常・社会生活の状況について
(2) 認知機能について
日によって変動することがあるか：□ あり □ なし
（※ ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください。

エの項目は裏面にあります。）
ア 日常的な行為に関する意思の伝達について
□ 意思を他者に伝達できる □ 伝達できない場合がある
□ ほとんど伝達できない □ できない

本人の状態に変動がある場合には，
良い状態を念頭にチェック
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４ 本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題
（※ 課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください。）

例えば，介護・支援体制の変更の検討や，訴訟，遺産分割等
の手続に関する検討など

（５） 本人情報シート作成のポイント②

６ 本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策
（※御意見があれば記載してください。）

成年後見制度の利用によって，日常・社会生活上の課題にどのように
対応していくことが望ましいのかについて，意見があれば記載

・本人情報シートに記載するために，本人の状況について改めて

調査する必要はありません。

・意見にわたる部分についても書ける範囲でご協力ください。
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３ 運用開始運用開始

平成３１年１月
・診断書と本人情報シートの書式

・「成年後見制度における診断書作成の手引」

・「本人情報シート作成の手引」

４月１日～ 運用開始

・裁判所ウェブページに書式及び手引を掲載
裁判所トップページ＞後見ポータルサイト（左側のバナー）
＞手続案内及び各種書式 に掲載しています。

完成

本人情報シートの作成・提出は必須ではあり
ませんが，多くの申立て事案で作成・提出さ
れることを期待しています。
新たな書式での運用にご協力をお願いします。


